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問い合わせ・申込先

対　象 	� 市内在住の小学4年生～中学3年生のうち、ひとり親世帯･就学援助世帯･生活保護世帯･生活困窮世帯の
子ども。

	 ※�そのほかの世帯についても対象となる場合があります。くわしくは、問い合わせてください。
と　き 	� 毎週火曜日　午後4時～ 8時（このうち好きな時間帯に参加できます）

	 ※奇数月の第3週のみ水曜日　	 ※祝日や年末年始、試験前など日程が変更になる場合があります。
ところ 	 保健福祉センターひだまり
その他 	� 送迎が難しい場合には相談してください。

	� また、離島にお住まいのかたは、別途対応
しますので相談してください。

対　象 	� 高校生以上で、子どもの学習・生活支援事業「YELL」に関
心のあるかた

	 （教員を目指す学生や教員OBなどが参加しています）。
	 特に午後4時～ 6時に参加できるかたを募集しています。

と　き 	� 本事業の実施日の中から参加日時を調整します。
ところ 	 保健福祉センターひだまり
謝金など 	� 1回2,000円程度（交通費含む）
その他 	� ボランティア活動保険を適用します。

　鳥羽市社会福祉協議会では、子どもの学習・生活支援事業を行っています。
　子どもの将来が生まれ育った環境に左右されることのないよう、学ぶことと居場所づく
りなどを目的とし、安心して過ごしながら学ぶことができる場所を提供し、子どもの学習な
どの支援をします。学習支援は、ボランティアが寄り添い、子ども一人ひとりのペースで
安心して学ぶことができるようサポートしています。気になったかたは、気軽に問い合わ
せてください。

学習支援ボランティア学習支援ボランティア

費用
無料

募 集

子どもの学習・生活支援事業担当まで、電話またはメールにて連絡してください。
問い合わせ・申込先

ボランティアと一緒に
宿題をしたり、お話して
ちょっとほっこりしたり、
楽しく過ごしています。

季節ごとに
楽しいイベントも
あるかも⁉
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